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３市町合併協議会設置議案 ３市町合併協議会設置議案 ３市町合併協議会設置議案 
が議決されました！ が議決されました！ 
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第
５
回
岡
谷
市
議
会
臨
時
会
が
、
７

月
９
日
（
金
）
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。 

　
こ
の
議
会
で
は
、
岡
谷
市
・
諏
訪
市
・

下
諏
訪
町
合
併
協
議
会
設
置
、
補
正
予

算
の
審
議
な
ど
が
行
わ
れ
ま
し
た
。 

　
主
な
内
容
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。 

 

▽
地
方
自
治
法
及
び
市
町
村
の
合
併
の

特
例
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
、
岡

谷
市
、
諏
訪
市
、
下
諏
訪
町
合
併
に

よ
る
新
市
の
建
設
に
関
す
る
基
本
的

な
計
画
の
作
成
、
そ
の
他
合
併
に
関

す
る
協
議
を
行
う
た
め
、
規
約
を
定

め
、
岡
谷
市
・
諏
訪
市
・
下
諏
訪
町

合
併
協
議
会
を
設
置
す
る
こ
と
を
決

め
ま
し
た
。 

▽
５
月
23
日
（
日
）
に
市
道
32
号
線
（
湖

畔
街
道
）
の
路
面
の
穴
に
落
ち
、
普

通
自
動
車
が
損
傷
し
た
こ
と
に
伴
う
、

和
解
及
び
損
害
賠
償
の
額
を
市
70
％
、

相
手
方
30
％
と
し
、
14
万
５
７
２
１

円
支
払
う
こ
と
に
つ
い
て
報
告
を
受

け
ま
し
た
。 

 

◆
◆ 

補
正
予
算 

◆
◆ 

▽
平
成
16
年
度
一
般
会
計
で
、
岡
谷
市
・

諏
訪
市
・
下
諏
訪
町
合
併
協
議
会
設

置
に
要
す
る
経
費
等
に
伴
い
、
２
５

４
１
万
７
千
円
を
追
加
し
、
総
額
233

億
７
０
１
４
万
９
千
円
と
す
る
こ
と

を
決
め
ま
し
た
。 

　７月９日（金）岡谷市・諏訪市・下諏訪町合併協議会の設置に関する関係議案が３市町同一日で上程され、採
決の結果賛成多数で可決されました。 
　これにより７月20日（火）の第１回の合併協議会の開催に向けた作業が始まります。 
　また、下諏訪町の下諏訪体育館内に岡谷市・諏訪市・下諏訪町合併協議会の新事務所が開所します。 
　合併協議会では、新市のまちづくりや市民のみなさんの生活に密着した市民サービスについて、合併後の姿が
見えるよう、次の合併協定項目について、具体的な協議を進めていきます。 

合併協定項目（案） 合併協定項目（案） 合併協定項目（案） 
○基本的な協定項目（基本４項目） 

○その他の協定項目 
特別職の身分の取扱い 
地域審議会の取扱い 
条例、例規等の取扱い 
事務組織及び機構の取扱い 
一部事務組合等の取扱い 
使用料、手数料等の取扱い 
公共的団体等の取扱い 

q　合併の方式　　　　　w　合併の時期　　　　　e　新市の名称　　　　　r　新市の事務所の位置 
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@0
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@3

財産の取扱い（公の施設を含む） 
議会の議員の定数及び任期の取 
扱い 

農業委員会の委員の定数及び任 
期の取扱い 
地方税の取扱い 
一般職の職員の身分の取扱い 

補助金、交付金等の取扱い 
町名・字名の取扱い 
慣行の取扱い 
消防団の取扱い 
行政区の取扱い 
各種事務事業の取扱い 
新市建設計画 

市議会の会議録は岡谷市議会ホームページからご覧いただけます 
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☆合併に関するお問い合わせは、市役所広域合併推進室 123－4811（内線1521）または岡谷市・諏訪市・下
諏訪町合併協議会事務局 〒393－0087 下諏訪町4611－11（下諏訪体育館内）126－4151  526－4153



　
今
後
、
様
々
な
行
政
手
続
が
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。
こ
の
際
、
他
人
に
よ
る
な
り

す
ま
し
申
請
や
、
通
信
途
中
で
の
改
ざ

ん
な
ど
を
防
ぐ
必
要
が
あ
り
ま
す
。
公

的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
と
は
、
電
子
証

明
書
を
交
付
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
う

し
た
機
能
を
全
国
ど
こ
に
住
ん
で
い
る

人
に
対
し
て
も
提
供
す
る
も
の
で
す
。 

　
事
前
に
電
子
証
明
書
を
記
録
で
き
る

Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
（
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

等
）
を
用
意
し
、
市
民
課
窓
口
に
直
接

お
申
し
出
く
だ
さ
い
。
本
人
確
認
を
行

い
ま
す
の
で
、
旅
券
・
運
転
免
許
証
等

の
公
的
な
写
真
付
身
分
証
明
書
を
お
持

ち
の
方
は
、
い
ず
れ
か
一
つ
を
お
持
ち

く
だ
さ
い
。
証
明
書
の
有
効
期
間
は
３

年
で
す
。
た
だ
し
、
住
所
や
名
前
を
変

更
し
た
と
き
は
期
限
内
で
も
無
効
に
な

り
ま
す
。 

 

●
事
前
の
準
備 

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
で
き
る
パ

ソ
コ
ン
の
環
境
と
、
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
の
リ

ー
ダ
ラ
イ
タ
（
読
み
取
り
装
置
）
が
必

要
で
す
。
そ
の
上
で
、
電
子
証
明
書
を

取
得
す
る
際
に
市
民
課
窓
口
で
配
布
さ

れ
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
、
ご
利
用
の
パ

ソ
コ
ン
で
読
み
込
ん
で
く
だ
さ
い
。 

 

●
実
際
の
利
用 

 

自
宅
な
ど
の
パ
ソ
コ
ン
で
、
申

請
や
届
出
を
す
る
行
政
機
関
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
開
き
ま
す
。 

  

利
用
し
た
い
申
請
・
届
出
の
ペ

ー
ジ
を
開
き
、
必
要
な
事
項
を

入
力
し
ま
す
。（
電
子
申
請
書

の
作
成
） 

 

電
子
証
明
書
が
記
録
さ
れ
た
Ｉ

Ｃ
カ
ー
ド
を
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
に

セ
ッ
ト
し
、
暗
証
番
号
を
入
力

し
ま
す
。 

 

画
面
上
で
「
電
子
署
名
」
を
ク

リ
ッ
ク
す
る
と
、
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド

と
パ
ソ
コ
ン
の
間
で
情
報
が
確

認
さ
れ
ま
す
。 

 

送
信
ボ
タ
ン
を
押
す
と
、
申
請

書
・
電
子
署
名
・
電
子
証
明
書

が
暗
号
化
さ
れ
て
行
政
機
関
に

送
信
さ
れ
ま
す
。 

 

行
政
機
関
で
電
子
証
明
書
の
確

認
や
申
請
書
と
の
照
合
が
行
わ

れ
、
申
請
や
届
出
が
受
け
付
け

ら
れ
ま
す
。 
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Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
（
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
等
）
を
利
用
し
て
、
行
政
機
関
へ
の
申
請
手
続
き 

な
ど
が
、
自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
か
ら
手
軽
に
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。 

公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
と
は 

電
子
証
明
書
を
取
得
す
る
に
は 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た 

　
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
に
つ
い
て 

１ ２ ３ ４ ５ ６ 

公的個人認証サービスを 
ご利用になるには 

公的個人認証サービスを 
ご利用になるには 

公的個人認証サービスを 
ご利用になるには 

住民基本台帳カードなどの
ＩＣカードを持って、市民
課窓口に行きます。 

電子証明書発行申請書を提
出し、写真付きの公的な身
分証明書（免許証など）を
提示します。 

窓口に設置されている鍵ペ
ア生成装置にICカードをセ
ットし、画面の表示に従っ
て電子証明書の発行に必要
な鍵ペアを作成します。 

窓口にICカードを提出し、
電子証明書をICカードの中
に記録します。 

◆
詳
し
く
は
、
市
民
課 

　
1
23
ー
４
８
１
１ 

　
　
　（
内
線
１
１
５
３
）
ま
で 
公的個人認証サービスの提供者は長野県となり
ます。公的個人認証サービスについて、必要と
なる情報は、長野県 http://www.pref.nagano.jp
および公的個人認証サービス都道府県協議会  
http://www.jpki.go.jp のサイトをご覧ください。 
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